
日耳鼻嚥下障害講習会と「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」
算定のための研修要件について

日耳鼻嚥下障害講習会は，厚生労働省が示す K939―5胃瘻造設時嚥下機能評価加算（別添）算定のための要
件（２）を満たす講習会です．研修の要件の一つである「内視鏡下嚥下機能評価検査の実施方法」のなかの「被
験者に対して挿入・観察を行う演習」は本講習会に含まれていませんが，「施設基準の届出の時点で，D299

喉頭ファイバースコピー又は D298―2内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している経験を５年以上有して
いる場合においては，当該演習は省略できる」とされているため，これまでは本講習会修了者のうち耳鼻咽喉
科専門医（以下，専門医）に対して研修の修了証書を交付してきました．
一方，耳鼻咽喉科専門医制度規則の改正（令和７年１月２４日）により，専門医認定の要件に，日耳鼻が認定

する「検査に関する実技講習」の参加が盛り込まれました．本講習会は，内視鏡下嚥下機能評価の手技や評価
法に関して具体的かつ詳細に解説していることから，専門医認定の要件である「検査に関する実技講習」とし
て，日耳鼻理事会から承認を受けています．
本講習会が「検査に関する実技講習」として承認されたことをうけ，厚生労働省の解釈に基づき，日耳鼻と
しては，第２３回（令和８年度開催）以降の本講習会を修了した非専門医が，専門医を取得し，かつ耳鼻咽喉科
医としての経験が５年を経過した時点で，厚生労働省の届出基準を満たすものと判断いたします．届出に際し
ては，「日耳鼻専門医であり，喉頭ファイバースコピー又は内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している
経験を５年以上有していること」を明記してください．
本内容をご理解の上，適切な研修計画を立てていただきますようお願い申し上げます．
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（別添１）
K939―5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ２，５００点
注
１ 区分番号Ｋ６６４に掲げる手術に当たって，嚥下機能評価等を実施した場合に算定する．
２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以

外の保険医療機関において実施される場合は，所定点数の１００分の８０に相当する点数により算定する．

通知
⑴ 胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し，その結果に基づき，当該
保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性，今後の摂食機能療法の必要性及び方法，胃瘻抜
去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等に十分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施
した場合に算定する．

⑵ 内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合（他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を
実施する場合を含む．）は，関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること．

⑶ 他の保険医療機関において嚥下造影による嚥下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥下機能検査（関連
学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する場合に限る．）による嚥下機能評価を実施した場合
は，当該評価を実施した保険医療機関において，その結果を患者又はその家族等に十分に説明するととも
に，胃瘻造設術を実施する保険医療機関に情報提供すること．また，胃瘻造設術を実施する保険医療機関
と嚥下機能評価を実施した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は，胃瘻造設を行った保険医療
機関で行い，診療報酬の分配は相互の合議に委ねる．

⑷ 嚥下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載すること．
⑸ 嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること．
⑹ 当該加算を算定した場合であっても，「E003」の「７」嚥下造影及び「D298―2」内視鏡下嚥下機能検査は

別に算定できる．
⑺ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機
関以外の保険医療機関において実施される場合は，所定点数の１００分の８０に相当する点数により算定す
る．
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